
障害者自立支援法の早期改善を求める意見書

国と障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団においては、平成２２年１月７

日に基本合意を締結し、速やかに応益負担を廃止し、遅くとも平成２５年８月ま

でに障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施することとしてい

る。

また、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担制度の速やかな廃止のため、

本年４月より低所得者の障がい者及び障がい児の保護者につき、障害者自立支援

法及び児童福祉法による障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料と

する措置を講じることとしている。

しかしながら、自立支援医療に係る利用者負担は当面の課題とされ、また、市

町村民税課税世帯では、応益負担が残されており、その他の課題についても早期

の改善が求められている。

よって、国においては、新たな総合的な福祉法制の実施を待つことなく、下記

の事項を早期に実現されるよう強く要望する。

記

１ 障害者が生きるための介護（サービス）への一割負担をやめ「応益負担」は

撤廃すること。

２ 障害者を施設から追い出し、施設利用を制限する「障害程度区分」は、抜本

的に改善し、一人ひとりにあった支援策を確立すること。

３ 障害者施設への報酬単価を引き上げ、報酬の日割り制度をあらため、施設の

経営を守ること。

４ 自立支援医療に係る利用者負担を軽減すること。

５ 障害児の福祉は児童福祉法を基本とし、充実を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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